2026年　3月　吉日
さんとめどんぐりヤマ　活動利用に関する約束事
生活クラブ生活協同組合
1） 基本ルール
1 利用対象：生活クラブ生活協同組合埼玉のブロック活動と支部活動を原則とします。
　　　　（2023年度9月より）
2 利用する際の約束事
（1） どんぐりヤマ（雑木林）について：
①ヤマ15，000㎡全部が生活クラブ埼玉の地所ではありません。所沢市寄りの半分は大河原さんよりお借りしている地所です。貴重な植物や動物も生息しています。来た時よりもきれいな状態で帰る心構えで利用しましょう。
②周囲には資材置き場や工場に出入りするトラックも走行しております。
子ども同伴の方は十分お気をつけ下さい。
③他の地主さんの似たような雑木林も周囲に広がっています。許可なく立ち
入らないようにしましょう。子ども同伴の方は、迷子にならないようご注
意下さい。
（2） 自然環境について：お帰りの際、来た時の状態のままであるよう、環境を変更するような行為を禁じます。生きものを大切にして下さい。捕獲したり、傷つけたりするのはやめましょう。花や樹木を勝手に掘り取ることも禁止します。犬の放し飼いやフン、すき毛のポイ捨てもやめましょう。
（3） 駐車場、駐輪場所
①駐車スペース：どんぐりヤマ（雑木林）の南端の道路沿いに6台ほどの駐車
スペースが設けてあります。（使用希望の際は、スペースが空いているか、必
ず事務局に確認して下さい。）駐車場スペース内での事故や盗難については
責任は負いかねますのでご了承下さい。
②駐輪は雑木林内の通行の邪魔にならない場所に駐輪して下さい。
（4） ごみ：持ち帰り厳守です。埋めたり投棄することを禁じます。
（5） トイレ：①簡易トイレは南京錠がかかっています。開錠番号は使用許可が
おりた際にお知らせいたします。
②皆が使う場所です。きれいに使いましょう。
③手洗い用の水は常備しておりません。ポリタンクなどで持参してください。
（焚火場にある黄色タンクの水は、消火用の備蓄で古い雨水などを溜めたも
のです。手洗いのための使用を禁じます。）　簡易トイレの水を大量に流した
ら、次に使う人のため、手洗い用の水などで、裏のポリタンクに必ず補給し
ておきましょう。
④南京錠は最後に必ず閉めて下さい。閉じる際は、必ず中に人がいないか
確認しましょう。
⑤水に溶けるロールペーパーを使って下さい。ティッシュペーパー等溶けな
い紙類の使用を禁じます。
（6） 火の取り扱い：原則火の使用を禁じます。焚火場の使用は、どんぐり村運営委員会主催の整備作業に限定します。特に禁煙を徹底して下さい。

3 イベント保険：保険は申し込み者自身の責任でかけるようにして下さい。
　
4 注意事項
夏場のスズメバチや、強風の時の倒木（枝）には十分ご注意下さい。救急箱は、各自でご用意下さい。　
2） 利用申込方法：
　　　　　　所定の申込書（HPに掲載）に記入の上、組織部活動推進課どんぐり村事務局に、使用日の1か月前までに申し込んで下さい。利用後は必ず2週間以内に報告書（申込書に添付）を提出して下さい。日程が重なる場合は、原則としてさんとめどんぐり村運営委員会のイベントを優先させていただきます。
3） 「どんぐりヤマ」の利用料：無料です。
4） [bookmark: _Hlk135999322]連絡先：048-424-2763　生活クラブ生活協同組合埼玉　組織部活動推進課まで
5） その他
 個人情報については事務局で管理し、どんぐり村活動の案内、連絡、アンケート、その他付随する業務のみ使用し、それ以外の活動については使いません。
以上
